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ポイント!

（平成20年5月公表）

（平成20年11月公表）

１　リース取引は、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分類されます。

（リース会計基準４）

（リース会計基準適用指針５）

現在価値基準

耐用年数基準

（リース会計基準適用指針９）

（リース会計基準６）

（リース会計基準適用指針１０）

（リース会計基準適用指針１０）

下記ポイント解説の④が回答です。

④　消費税について、中小企業者の会計処理負担を考慮して、従来通り賃借料として

　　支払った時に消費税を控除する処理が認められることとなりましたが、原則通り

　　購入処理とした方が納税が少なくなり有利です。詳しくは「７②」を参照してください。

解説

オペレーティング・リース

上記以外のファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引以外の取引

所有権移転ファイ
ナンス・リース

①リース期間終了後、リース物件の所有権が借手に移転する

②リース期間終了後、著しく有利な価格で買い取る権利

「割安購入選択権」が与えられており、その行使が確実と見込まれるもの

③物件が特別仕様のため、他に再リースすることが困難な場合

Q15 リ－ス料の消費税処理が簡便化されたと聞きました。その内容を教えてください。

リース取引とは？
貸手（レッサ－）が借手（レッシ－）に対して、リース期間にわたり、これを使用収益する権利を
与え、借手は、これに対してリース料を支払う取引のことをいいます。

　　しなければならなくなります。

①　今まで、リース料として費用処理できましたが、一旦リース資産を購入した経理を

②　これは、新しい「リース会計基準」で定められましたが、平成19年度の税法の改正で、

　　法人税法においても同様な取扱いがルール化されました。

③　ただし、中小企業においては、平成２０年公表の「中小企業会計指針」において

　　未経過リ－ス料の注記を条件に従来通りのリ－ス料処理が認められることとなりま

　　した。

リース取引

ファイナンス・リース

具体的判定基準
リース料総額現在価値≧見積現金購入金額×９０％

解約不能リース期間≧リース物件の経済耐用年数×７５％

②借手が当該物件使用による経済的利益を実質的に享受できる取引

③当該物件使用に伴って発生するコストを実質的に負担する取引

①リース期間の中途において当該契約を解除できないリース取引

ファイナンス・リース

所有権移転外ファ
イナンス・リース
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２　今回、何が変わったのですか？

①　所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、例外なく売買取引とされました。

　　　一定の注記を条件として、例外的に賃貸借取引が認められていました。

　　　処理が一般的となっていました。

③　平成19年の税制改正により、税法においても、リース取引は例外無く売買取引とされました。（法法64の2）

３　今後の会計処理方法（リース会計基準による方法）－公開企業の場合

①　平成20年4月1日以後開始事業年度より、リース取引については下記の会計処理を行う必要があります。

②　公開企業の場合、会計監査人の監査を受ける必要があるため、下記会計処理は必須となります。

少額基準

短期基準

（リース会計基準適用指針３４－３５）

（リース会計基準適用指針３１－３３）

計上基準

償却基準

Ａ　資産計上時Ｂ／Ｓ

リース資産 60,000 リース負債 60,000

Ｂ　減価償却の仕訳 （60,000÷5年÷12ヶ月＝1,000）

減価償却費 1,000 リース資産 1,000

Ｃ　リース料の支払時の仕訳 （60,000÷5年÷12ヶ月＝1,000）

リース負債 1,000 現預金 1,000

③　重要性が乏しい場
合

未経過リース料期末残高（Ａ）＜（Ａ＋有形固定資産残高＋無形固定資産残高）×１０％

②　少額＆短期リース
資産の除外規定

リース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引

リース期間が１年以内の取引

従来通り「リース料」として賃貸借処理をし、資産＆負債計上は必要ありません。

　　　但し、例外といいながら、実態としては、リース負債を認識しなくて良いことから、この賃貸借取引の

②　従来の「リース取引会計基準」においては、所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引について、

①　リース取引開始日 通常の売買取引に準じた方法会計処理により、リース資産とリース債務を計上します。

リース料総額でリース資産及びリース債務を計上

リース期間で定額法で償却

　　　　リース期間5年（年間リース料12,000千円)

（例）　リース料総額　60,000千円、割引現在価値　49,000千円、見積現金購入額　48,000千円）
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①　リース料総額の割引現在価値と貸手購入金額のいずれか低い金額

＊割引率は、追加借入利率
（リース会計基準適用指針１７）

Ａ　資産計上時Ｂ／Ｓ

リース資産 48,000 リース負債 48,000

Ｂ　減価償却の仕訳 （48,000÷5年÷12ヶ月＝800）

減価償却費 800 リース資産 800

Ｃ　リース料の支払時の仕訳 （60,000÷5年÷12ヶ月＝1,000）

リース負債 634 現預金 1,000

支払利息 366

（リース会計基準適用指針23－24）

４　今後の税務処理方法（Ｈ19年度改正→平成20年4月1日から施行）－全ての企業が対象

①　リースに関する基本的な取扱い（法法64の2）

②　リース資産＆リース負債として計上する金額（法基通12の5－2－15）

リース期間中に支払うべきリース料の合計額により計上します。

③　減価償却の方法（法令４８の２⑥）

リース期間定額法によります。（リース料総額÷リース期間×当該事業年度の月数）

④　リース資産に計上しないで、リース料として処理した場合（法令131の2③）

賃借料（リース料）として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額とみなされます。

　　　　リース期間5年（年間リース料12,000千円)

（例外的に、もしそのリース資産の貸手側の取得価額がわかる場合には、その取得価額とすることができます。）

④　原則法 計上基準
②　リース料総額の割引現在価値と見積現金購入金額のいずれか低い金額

（例）　リース料総額　60,000千円、割引現在価値　49,000千円、見積現金購入額　48,000千円）

「リース資産」という。）の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとします。

利息法により計算

「内国法人がリース取引を行なった場合には、そのリース取引の目的となる資産（以下この項において、
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５　中小企業会計指針　（H20年５月１日公表分）－中小企業の場合の特例処理

６　償却資産税の取扱い

①　償却資産の範囲にリース資産が含まれるか？

　家屋以外のものとしています。（地方税法341条一③）

　償却資産税の課税対象となるか否かが疑問となりますが、地方税については従来通り、賃貸借取引と

　みなした取扱いが維持されます。

　　また、償却資産税は、固定資産の所有者に課するとして、所有権の有無により判断すること

　所有権は依然賃貸人に帰属していると考えられます。

　　従って、所有権移転外リ－ス取引に係るリ－ス資産の償却資産税は、引き続き賃貸人側で課税されて

　いきます。

未経過リ－ス料を注記する。

要　点

行なう。ただし、通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行なうことができる。この場合は、

所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を

　　償却資産税の課税対象である「償却資産」とは、法人税法等で減価償却を行なう資産で、土地及び

　　今回の改正で、所有権移転外リース取引は、リース資産の売買と取り扱うこととなったことから、

　その経済的な実態から、売買があったものとみなして、所得計算を行なうことと定めたわけあり、

　としています。（地方税法343条一）　今回の法人税法の改正は、所有権移転外リース取引について、

通り「少額＆短期」の条件をつけずに賃借料処理を認めることとなりました。

【中小企業会計指針】７２－２，７４－３，７４－４　より抜粋

リ－ス会計基準によれば、少額＆短期リ－スに限って従来通りの賃借料処理が認められることとなって

いますが、中小企業の会計処理負担を考慮し、今回公表された中小企業会計指針においては、以下の
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７　消費税の取扱い (平成２０年１１月２１日国税庁回答反映分）

　　時点で、資産の購入があったものとして消費税を計算することとなります。

☆

　　上記と同様の処理が求められます。よって、リ－ス料支払時に仮払消費税等を認識することは出来ず、

　　リ－ス開始時にリース料総額の仮払消費税等を一括する必要があります。

　　（例）　リ－ス料の総額　252万円（うち消費税額等12万円）、リ－ス期間5年間　の場合

◇　従来の仕訳

　　　《毎月の仕訳》　　（借方）　リ－ス料　40,000　　　　／　（貸方）　現金　42,000 （消費税課税登録）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仮払消費税　2,000　　／

◇　今後の仕訳

○　原則

(課税仕入登録）

　　　                      　　（借方）　未払金　42,000　／　（貸方）　現預金　42,000

☆ ○　少額リ－ス及び中小企業の場合の特例－１ 《重要！》
消費税を自動計算させるた
め、一旦リ－ス資産を課税
仕入れで登録します
仮払消費税だけ残すため
に、消費税不課税で反対仕
訳をします

　　　《毎月の仕訳》　　（借方）　ﾘ-ｽ料　40,000　／　（貸方）　現預金　42,000 （消費税不課税）
　　　　　（消費税不課税）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未払金　2,000　　／

☆ ○　少額リ－ス及び中小企業の場合の特例－２

　　　《毎月の仕訳》　　（借方）　ﾘ-ｽ料　40,000　／　（貸方）　現預金　42,000 （消費税登録）

仮払消費税　2,000   ／

Ａ　つまり、従来通りで良いということですが、特例－１の方が消費税を早く控除できるので有利です。

リース資産の引渡し時に、リース料
総額について消費税を計算しま

す。（消基通５－１－９）

②　従来通りのリ－ス料処理をした場合　－公開企業少額リース特例、中小企業の特例処理

《重要！》　（平成２０年１１月国税庁回答による処理）

Ｂ　ただし、一旦上記特例２の処理をした上で、後にリ－ス料残額について特例１の処理を行うことは不可です。

Ｃ　簡易課税から原則課税となる場合や、今期から納税義務者となる場合にも、特例２の処理は可です。

　　　《毎月の仕訳》　　（借方）　減価償却費　40,000　／　（貸方）　リ－ス資産　40,000

　　　《リ－ス開始時》　（借方）リ－ス資産　2,520,000　／　（貸方）　未払金　2,520,000

従来の処理 今後の処理

①　リース取引が原則リース資産の売買として取り扱われることとなったため、リース資産の引渡しがあった

リース料として支払った時に、
消費税と計算します。（消基通

９－１－２０）

　　　《リ－ス開始時》　（借方）リ－ス資産　2,520,000　／　（貸方）　未払金　2,520,000

　　　                         （借方）未払金　2,400,000　／　（貸方）　リ－ス資産　2,400,000
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８　一括償却資産、即時償却の取扱い

　　所有権移転外ﾘ-ｽ取引に係るﾘ-ｽ資産の減価償却

中小企業者（青色申告者）

　③　即時償却資産（30万円未満で、

　　　　　　　合計額300万円に達するまで）

※中小企業者（青色申告者）のみ適用可

所有権移転外ﾘ-ｽ取引に係るﾘ-ｽ資産は含まれない ①②に該当する資産は除かれますが、リ－ス資産を除外すると

（法令133条）（法令133条の2） 明記されていないため、結果として現段階の法令では、

資産計上したリ－ス資産については、即時償却を行うことが、

可能と推測されます。（措法67条の5）

９　法人税の税額控除等の取扱い

　　改正前はリ－ス料総額の60％の7％でしたが、改正後はリ－ス料総額の7％まで利用できるようになり、

　　結果として控除額が多く取れるようになっています。

　　通常の「資産の取得」の場合に適用される特別償却制度や圧縮記帳制度の適用については、

　　所有権移転外リ－ス取引に係るリ－ス資産については、適用対象から除外されます。

　・事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除

②　特別償却制度や圧縮記帳制度の適用除外

①　リ－ス税額控除は廃止となるが、下記の税額控除については適用可

　・中小企業等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除

　・情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除

　②　一括償却資産
（２０万円未満、３年償却）

①少額減価償却資産
（１０万円未満、又は１
年
　未満）
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